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( 岡 満 期 途 瀦 難 )

詩情 右 -

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 住 民 基 本 台

帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 二 号

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 条 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 七 年

石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 第 三 条 関 係 )
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同 相 同 問 N ∞ 相 ∞ 油 日 中 四 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

和 二 十 九 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 経 費 の 支 弁

以 外 の も の に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

( 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 ( 平 成 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に信 用 一 一 久 木

改 正 す る 。

別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 ( 第 三 条 関 係 )
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 議 会 議 員 及 び 石 川 県 知 事 の 選 挙 に お け る 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 等 に 係 る 公 費 負 担 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 三 十 三 号

石 川 県 議 会 議 員 及 び 石 川 県 知 事 の 選 挙 に お け る 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 等 に 係 る 公 費

負 担 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 議 会 議 員 及 び 石 川 県 知 事 の 選 挙 に お け る 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 等 に 係 る 公 費 負 担 に 関 す

る 条 例 ( 平 成 六 年 石 川 県 条 例 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 号 イ 中 「 一 万 五 千 三 百 円 」 を 「 一 万 五 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 七 千 三 百 五 十 円 」

を 「 七 千 五 百 六 十 円 」 に 改 め る 。

憲



同 相 同 問 N ∞ 相 ∞ 油 日 中 四 ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

第 八 条 第 一 号 中 「 七 円 三 十 銭 」 を 「 七 円 五 十 一 銭 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 三 十 六 万 五 千 円 と 凹

円 八 十 八 銭 」 を 「 三 十 七 万 五 千 五 百 円 と 五 円 二 銭 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 号 中 「 五 百 十 円 四 十 八 銭 」 を 「 五 百 二 十 五 円 六 銭 」 に 、 「 三 十 万 千 八 百 七 十 五 円 」

を 「 三 十 一 万 五 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 二 十 六 円 七 十 三 銭 」 を 「 二 十 七 円 五 十 銭 」 に 、 「 五

十 五 万 七 千 百 十 五 円 」 を 「 五 十 七 万 三 千 三 十 円 」 に 改 め る 。

1 4 J  

l  

I
 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2
 

改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 及 び 石 川 県 知 事 の 選 挙 に お け る 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 等 に 係 る 公 費

負 担 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 期 日 を 告 示 さ れ る 選 挙 に つ い て 適 用 し 、

こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に そ の 期 日 を 告 示 さ れ た 選 挙 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

健 康 保 険 法 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 三 十 四 号

健 康 保 険 法 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に

関 す る 条 例

( 石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 ) の 一 部 を 次第 条
の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 非 紹 介 患 者 初 診 加 算 料 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 表 第 一 特 別 長 期 入 院 料 ( 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 状 態 等 に あ る 者 に 係 る も の を 除 く 。 ) の 項 中

「 第 六 十 三 条 第 二 項 第 四 号 」 を 「 第 六 十 三 条 第 二 項 第 五 号 」 に 、 「 第 六 十 四 条 第 二 項 第 四 号 」 を

「 第 六 十 四 条 第 二 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同 表 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。

備 考 「 助 産 に 係 る 場 合 」 と は 、 消 費 税 法 ( 昭 和 六 十 三 年 法 律 第 百 八 号 ) 別 表 第 一 第 八 号 に

規 定 す る 助 産 に 係 る 資 産 の 譲 渡 等 に 該 当 す る 場 合 を い う 。

非 紹 介 患 者 等 加 算 料 の 徴 収 に つ い て は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 評 価 療 養 、 患 者 申 出 療
憲
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